
 
 

 
 

 
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
六
十
七
号
（
管
理
規
程
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

2頁 

  

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
十 

［
略
］ 

十
一 

当
該
管
理
規
程
の
遵
守
状
況
に
つ
い

て
自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ

と 

 

経
営
の
責
任
者
に
よ
る
一
年
に
一
回
以
上
の
当
該
管

理
規
程
の
遵
守
状
況
（
七
の
項
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
分

析
及
び
評
価
に
お
け
る
対
応
措
置
及
び
応
急
復
旧
措
置

を
実
施
し
た
場
合
の
電
気
通
信
役
務
に
与
え
る
影
響
に

関
す
る
評
価
（
想
定
復
旧
時
間
を
含
む
。
）
の
実
施
状

況
を
含
む
。
）
に
係
る
点
検
及
び
評
価
（
事
業
用
電
気

通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
又
は
運
用
を
委
託
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
先
の
当
該
管
理
規
程

の
遵
守
状
況
に
係
る
点
検
及
び
評
価
を
含
む
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

十
二 

［
略
］ 

 

［
同
上
］ 

 

一
～
十 

［
同
上
］ 

十
一 

［
同
上
］ 

      

経
営
の
責
任
者
に
よ
る
一
年
に
一
回
以
上
の
当
該
管

理
規
程
の
遵
守
状
況
（
四
の
項
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
分

析
及
び
評
価
に
お
け
る
対
応
措
置
及
び
応
急
復
旧
措
置

を
実
施
し
た
場
合
の
電
気
通
信
役
務
に
与
え
る
影
響
に

関
す
る
評
価
（
想
定
復
旧
時
間
を
含
む
。
）
の
実
施
状

況
を
含
む
。
）
に
係
る
点
検
及
び
評
価
（
事
業
用
電
気

通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
又
は
運
用
を
委
託
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
先
の
当
該
管
理
規
程

の
遵
守
状
況
に
係
る
点
検
及
び
評
価
を
含
む
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

十
二 

［
同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


